
 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱 

 

 制    定 平成23年 3月25日 

 最近改正 平成26年 1月 1日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業まちなみ環境整備要綱（以下「ＨＯＰＥ

要綱」という。）及び大阪市マイルドＨＯＰＥゾーン事業まちなみ環境整備要綱（以下

「マイルド要綱」という。）に基づき、ＨＯＰＥゾーン事業及びマイルドＨＯＰＥゾー

ン事業（以下「ＨＯＰＥゾーン事業等」という。）の円滑な推進に向け、地域の事情に

精通したＨＯＰＥ要綱第２条第４号及びマイルド要綱第２条第４号に定める協議会（以

下「協議会」という。）が行うことにより、より効果的・効率的に実施することができ

る活動に対する交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、ＨＯＰＥ要綱、マイルド要綱に準ずるものとす

る。 

 

（交付金対象活動） 

第３条  交付金は、協議会が次の各号に掲げるもののうち、区域の状況に応じて市長が必

要と認めた活動を行う場合に交付するものとする。 

（１）地域特性に応じたＨＯＰＥゾーン事業等の周知・広報活動 

（２）大阪市まちなみ修景補助制度の活用促進のための活動 

（３）その他、まちなみガイドライン発行のための地元意見の把握など、ＨＯＰＥゾーン 

事業等の円滑な推進と効果の向上に向け、特に必要と市長が認める活動 

 

（交付金の額） 

第４条 交付の対象となる経費は、前条の活動に係る経費のうち別表１に定める経費とし、

交付の対象とならない経費は別表２に定める経費とする。 

２ 交付金の限度額は、前条の交付金対象活動毎に定めた具体的な内容に応じて、別表３

により算定する額の合計とし、予算の範囲内において、本市の会計年度毎に交付する。 

 

（交付金対象活動の依頼及び交付金交付申請手続） 

第５条 市長が協議会に対し、交付金対象活動実施依頼書（様式第１号）により交付金対

象活動の実施を依頼し、協議会が交付金の交付を受けようとするとき、協議会の代表者

は、交付金交付申請書（様式第２号）に活動計画書を添えて、交付金対象活動の依頼が

到達した日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 



第６条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る

書類及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、活動計画書の内

容が適正かを審査し、適正と認めた場合、必要な条件を付して交付金交付決定通知書（様

式第３号）により当該協議会に通知するものとする。 

２  市長は、前項の審査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、

理由を付して、交付金不交付決定通知書（様式第４号）により、当該協議会に通知する

ものとする。 

３  市長は、前条の規定による申請が到達してから30日以内に前２項による通知を行うも

のとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条  協議会は、前条第１項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金交付申請取下書（様式第５号）に

より申請の取下げを行うことができる。 

２  申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算

して10 日とする。 

３ 第１項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付の決定はなか

ったものとみなす。 

 

（交付金の交付） 

第８条 市長は、交付金対象活動の完了前に、交付金の全部又は一部を概算払として交付

できる。 

２ 協議会は、第６条第１項又は第10条第3項若しくは第4項の規定により通知された

交付金の額の範囲内で、請求書（様式第６号）により、概算払による交付を市長に請求

する。 

３ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払による交付の必要性を精査し、

必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に交付金を交付する。 

 

（状況報告） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、協議会に対して、活動の遂行状況について

報告を求めることができる。 

 

（活動内容の変更等の場合の手続き） 

第10条 協議会は、交付金対象活動の一部変更又は全部を中止せざるを得ない事由が生じ

たときは、速やかに市長に対し、交付金交付変更等申請書（様式第７号）を提出しなけ

ればならない。ただし、市長が認める軽微な変更は除く。 

２ 前項の軽微な変更は、交付金の額に変更が生じない範囲での活動計画の一部変更等と

し、この場合においても、あらかじめ協議会は変更の内容及び理由等を市長に報告し、

必要に応じて、変更届出書（様式第８号）により届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた



場合は、交付決定変更等通知書（様式第９号）により、当該協議会に通知する。 

４ 市長は、本市の事情により、協議会に依頼する交付金対象活動の内容に変更等が生じ

るときは、市長は、当該協議会と事前に調整のうえ、交付決定変更等通知書（様式第９

号）により協議会に変更等の内容及び理由を通知する。 

５ 第３項又は前項の規定により、交付金の追加が必要となる変更等の通知を受けた協議

会は、第８条第２項に定める交付金の交付の請求をすることができる。 

６ 第３項又は第４項の規定により、交付金の戻入が必要となる変更等の通知を受けた協

議会は、通知を受けてから、20日以内に交付金を本市に戻入しなければならない。ただ

し、交付金対象活動のうち既に実施した活動に要した経費及び実施を予定していた活動

に係る契約の解除等の残務処理に係る経費については、この限りではない。 

 

（交付の決定の取消し） 

第11条 市長は、協議会が政治的行為を行ったと認められる場合及び協議会が交付金対象

活動を実施するにあたり、法令等やこれに基づく市長の処分に違反したと認めたときは、

交付金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

２ 前項の規定は、第13条に定める交付金の額の確定があった後においても適用があるも

のとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをした場合は、速やかにその旨の理由を付して交

付決定取消通知書（様式第11号）により協議会へ通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により交付金の交付の決定を取消した場合において、交付金対

象活動の当該取消しに係る部分について、すでに交付金が交付されているときは、協議

会は前項の規定による交付決定取消通知書を受けた日から、20日以内に本市に当該交付

金を戻入しなければならない。 

 

（実績報告） 

第12条 協議会は、当該年度の交付金対象活動が完了したときは当該年度の３月末日まで

に、第10条第３項又は第４項により活動の全部の中止、又は、第11条第１項の規定によ

り交付の決定の全部の取消しが決定されたときは、その通知のあった日から起算して20

日以内に、活動実績報告書（様式第10号）に次に掲げる書類を添えて、当該年度におけ

る協議会の交付金対象活動の成果を市長に報告しなければならない。 

(1) 活動報告（別紙１） 

(2) 収支決算書（別紙２） 

(3) 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

 (4)その他成果物等、前号の内容を補完するため市長が必要と認める書類 

 

（交付金の額の確定） 

第13条 市長は、協議会から前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る

書類及び必要に応じて行う現地調査、帳簿書類の検査等により、交付対象活動の成果が

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを審査し、適当と認め

た場合、交付金の額を確定して、実績報告書が到達してから30日以内に交付金の額の確



定通知書（様式第12号）により協議会に通知するものとする。 

 

（交付金の精算） 

第 14条 前条の規定による通知を受けた協議会は、速やかに交付金精算書（様式第 13

号）を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで当該交付金対象活動が行われ

ている場合は、当該年度の末日に作成する。 

２ 前項の精算書は、当該交付対象活動の完了後20日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第12条第１項の規定による実績報告書に精算内容を表

記し、かつ、当該実績報告書により表記された精算額と前条により通知された金額に相

違がないときは、当該実績報告書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみ

なす。 

４ 市長は、第１項の精算書を精査し、精算により交付金の剰余又は不足が生じていると

認めるときは当該協議会あてに通知しなければならない。 

５ 協議会は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に

交付金の剰余額を戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。 

６ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日か

ら30日以内に当該交付金を交付するものとする。 

 

（交付金の経理） 

第15条 交付金の交付を受けた協議会は、当該交付金について経理を明らかにする帳簿

を作成し、交付金の額の確定の通知を受けた日から５年間保存し、市長が交付金の執行

の適正を期するため必要があると認めたときは検査を受けなければならない。 

 

（加算金及び延滞金） 

第16条  協議会が第11条第４項又は第14条第５項の規定により交付金の返還を行う場合

において、当該返還に伴う加算金及び延滞金の算定に関しては、大阪市補助金等交付規

則（平成18年大阪市規則第７号）の定めるところによる。 

 

 

 

（関係書類の公表） 

第17条 市長は、次に掲げる書類について原則として公表するものとする。 

 （１）交付金対象活動実施依頼書（様式第１号） 

 （２）交付金交付申請書（様式第２号） 

（３）前号に定める書類に添える活動計画書（別紙１） 

 （４）活動実績報告書（様式第10号） 

 （５）前号に定める書類に添える活動報告（別紙１）及び収支決算書（別紙２） 

 

 



   附 則 

 この要綱は、平成23年3月25日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成24年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年４月12日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成26年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 対象となる経費（第４条第１項関係） 

経費区分 内 容 等 

報償費 講師謝礼（交通費を含む） 

印刷製本費 広報誌、資料、文書、パンフレット等の印刷経費 

消耗品費 
文房具等事務用品購入経費等（一個又は一組の価格が５万円以下のもの） 

5千円未満の参考図書購入経費 

図書購入費 5千円以上の参考図書購入経費 

通信運搬費 郵便料金、電話代、運送費等 

旅費交通費 市内交通費、市外への旅費 

会費 講習会等の参加会費 

使用料 会場借り上げ経費、レンタカー・事務用機器等のリース料等 

保険料 イベント開催時等の傷害保険料 

委託料 
専門的な技術や設備を要するなどやむをえないものについて委託する際に

必要となる経費（事業全体を委託する場合を除く） 

その他 その他、補助対象経費とすることが適当と市長が認める経費 

 

別表２ 対象とならない経費（第４条第１項関係） 

経費区分 内 容 等 

人件費 協議会の運営に係るもの（臨時・非常勤を含む） 

交際費 見舞金、慶弔費等 

委託料 事業全体を委託する場合 

食糧費 茶菓代、昼食代、弁当代等の経費 

その他 協議会の運営のための事務所等の賃借料、光熱水費その他経常的な経費 

 



別表３ 交付金の額（第４条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

第３条各号 内容 額 

（１）地域特性

に応じたＨＯ

ＰＥゾーン事

業等の周知・広

報活動 

①当該区域のＨＯＰＥゾーン事業の内容及び協議

会活動情報に関する年3回程度の広報紙の発行等、

居住地魅力の向上、まちなみ整備の促進に向けた

ＨＯＰＥゾーン事業の周知・広報活動 

※ＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

２６万円 

②ＨＯＰＥゾーン事業に関する本市広報資料の配

布及び本市と地域との連絡会議の開催等、行政情

報についての広報・連絡活動 

※ＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

４万円 

③協議会ホームページを活用したマイルドＨＯＰ

Ｅゾーン事業の内容及び協議会活動情報の発信

等、広域的な周知・広報活動 

※マイルドＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

１４万円 

④上町台地における市民参加型事業の実施等、上

町台地の居住地魅力についての周知･広報活動  

※マイルドＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

７６万円 

（２）大阪市ま

ちなみ修景補

制度の活用促

進のための活

動 

①大阪市まちなみ修景補助制度説明会の開催等、

同制度の活用促進のための活動 

４万円 

 

②建物所有者等への修景意向アンケート調査の実

施等、大阪市まちなみ修景補助制度の活用促進に

係る情報収集活動 

６万円 

 

（３）その他、

まちなみガイ

ドライン発行

のための地元

意見の把握な

ど、ＨＯＰＥゾ

ーン事業等の

円滑な推進と

効果の向上に

向け、特に必要

と市長が認め

る活動 

①まちなみガイドライン及び修景基準に関する地

元意見の把握、内容紹介冊子の企画･編集等、まち

なみガイドライン等の策定・発行に係る活動 

１０万円 

 

②その他、上記以外で、市長が特に必要と認める

活動 

 

活動内容に応じ市

長が必要と認める

る額 



（様式第１号）                      大都整  第    号 

平成  年  月  日 

協議会名  

代表者氏名        様 

大阪市長 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業 

 交付金対象活動実施依頼書 

 

 平成  年度における、交付金対象活動の実施を、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイル

ドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付金要綱第５条の規定により、下記のとおり依頼します。 

 

１ 依頼する内容 

 

第３条各号 内容 依頼するもの 

（１）地域特性に応じ

たＨＯＰＥゾーン事業

等の周知・広報活動 

①当該区域のＨＯＰＥゾーン事業の内容及び協議

会活動情報に関する年3回程度の広報紙の発行

等、居住地魅力の向上、まちなみ整備の促進に向

けたＨＯＰＥゾーン事業の周知・広報活動 

※ＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

 

②ＨＯＰＥゾーン事業に関する本市広報資料の配

布及び本市と地域との連絡会議の開催等、行政情

報についての広報・連絡活動 

※ＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

 

③協議会ホームページを活用したマイルドＨＯＰ

Ｅゾーン事業の内容及び協議会活動情報の発信

等、広域的な周知・広報活動 

※マイルドＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

 

④上町台地における市民参加型事業の実施等、上

町台地の居住地魅力についての周知･広報活動  

※マイルドＨＯＰＥゾーン事業の区域のみ適用 

 

（２）大阪市まちなみ

修景補助制度の活用促

進のための活動 

①大阪市まちなみ修景補助制度説明会の開催等、

同制度の活用促進のための活動 

 

②建物所有者等への修景意向アンケート調査の実

施等、大阪市まちなみ修景補助制度の活用促進に

係る情報収集活動 

 

（３）その他、まちな

みガイドライン発行の

ための地元意見の把握

など、ＨＯＰＥゾーン

と効果の向上に向け、

特に必要と市長が認め

る活動 

①まちなみガイドライン及び修景基準に関する地

元意見の把握、内容紹介冊子の企画･編集等、まち

なみガイドライン等の策定・発行に係る活動 

 

②その他、上記以外で、市長が特に必要と認める

活動 

 

 

２ 交付金の限度額  金          円 



（様式第２号）    

平成  年  月  日 

大阪市長        様 

 
協議会名  
代表者住所 
代表者氏名            印 

 
 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業 
交付金交付申請書 

 
 

平成  年 月 日付で依頼のあった交付金対象活動を行うにあたり、交付金の交付を

受けるので、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付金要綱

第５条の規定により、下記のとおり申請します｡ 
 

記 

 

区 域名  

活動の期間   交付決定日  ～   平成   年   月   日 

交付申請額 金             円 

 

〈添付書類〉 

(1)活動計画書（別紙1） 



（別紙1） 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

平成 年度 活動計画書 

 

交付金対象活動実施依頼内容 
活動計画 

※実施予定時期、回数、人数、規模などできるだけ具体的に記

載してください 
第３条各号 内容番号 

   

 



（様式第３号） 

大阪市指令都整 第 号 

平成  年  月  日 

 

           様 

大阪市長  

 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

交付決定通知書 
 

 

平成  年  月  日付けの交付申請について、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイル

ドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱第６条第１項により審査の結果、下記のとおり交付

金の交付を行うことと決定したので通知します｡ 

 

記 

 

１ この交付金の対象となる活動の内容は、平成 年 月 日付けによる交付申請書記載

のとおりとする。 

 

２ 交付金の交付額 

   金       円也 

 

３ 交付条件 

(1) 今年度までにこの補助対象事業を完了すること。今年度末までに完了しない場合

又はこの補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示

を受けること。 

 

<注意事項等> 

・ 当該申請を取り下げる場合は、交付決定の日から10日以内に申請してください。（交付要綱第７

条関係） 

・ 活動完了後に実績報告を市長に提出してください。（交付要綱第12条関係） 

・ 本市の交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付金の額の確定の通知を受けた日か

ら5年間大切に保存してください。（交付要綱第15条関係） 

・ その他活動の実施にあたっては、大阪市ＨＯＰＥゾ－ン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付

金交付要綱の規定を遵守してください。 



（様式第４号） 

大都整   第  号 

平成 年 月 日 

 

         様 

                  大阪市長 

 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

不交付決定通知書 

 

 平成 年 月 日付けの交付申請について、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯ

ＰＥゾーン事業交付金交付要綱第６条第２項により審査の結果、下記の理由により交付

金の不交付を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

（理 由） 

 

 

 



（様式第５号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長          様 

 

協議会名  

代表者住所 

代表者氏名       印  

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

交付申請取下書 

 

 

 平成 年 月 日付け大阪市指令都整 第 号で交付の決定を受けた交付金交付対象

活動について、当該活動の交付金交付申請を取り下げたいので、大阪市ＨＯＰＥゾーン事

業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとお

り申請します｡ 

 

 

記 

 

 

１ 取下げ理由 

 

 

 

 

 



（様式第６号） 

請 求 書 

平成 年 月 日  

 大阪市長 様 

協議会名  

代表者住所  

代表者氏名 印 

 

 次のとおり請求します。 

 金   額 円也  

 内     容  

   

   

※ 金額の前には必ず￥を付けてください。  

 

  債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。 

 債権者番号          指定口座   

※ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。  

 

  次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。 

 金融機関名称  支 店 名 称   

 預 金 種 別  口 座 番 号   

 

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 

  

   

   

   

 本市記入欄 

 印影等照合先（契約番号等） 執行主管コード 支出命令番号  

 局出納員・区会計      

 管理者確認印     
 

   請 求 書 等    

   確認者認印     

   業務区分 歳 出 歳 入 歳計外 基 金  

 



（様式第７号） 

平成  年  月  日 

大阪市長          様 

 

協議会名  

代表者住所 

代表者氏名              印 

 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

交付金交付変更等申請書 

 

 

 平成 年 月 日付け大阪市指令都整 第 号で交付決定を受けた活動について変更

を行いたいので、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要

綱第10条第１項の規定により、下記のとおり申請します｡ 

 

記 

 

変更等事項 

ア．交付金対象活動の全部を中止    

イ．交付金対象活動の一部変更 

ウ．その他（          ） 

変更等の理由 

 

変更等内容 

 

 

 

 



（様式第８号） 

平成  年  月  日 

大阪市長          様 

 

協議会名  

代表者住所 

代表者氏名             印  

 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

変更届出書 

 

 

 

 平成 年 月 日付け大阪市指令都整 第 号で交付決定を受けた内容について軽微

な変更を行いたいので、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金

交付要綱第10条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます｡ 

 

 

記 

 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 



（様式第９号） 

大阪市指令都整 第 号 

平成  年  月  日 

           様 

 

大阪市長        

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

交付金交付決定変更等通知書 

 

平成  年  月  日付け大阪市指令都整 第 号にて交付決定した大阪市ＨＯＰＥゾー

ン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金について、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイ

ルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱第10条第３項又は第４項の規定により、次のと

おり変更したので通知します。 

 

記 

 

１ 変更等の内容 

  １）活動の変更等 

  ２）交付金額の変更 

     変更交付決定額     金       円 

     既交付決定額      金       円  

差引剰余(又は不足)額  金       円 

 

２ 変更等の理由 

 

３ 交付条件 

(1)  

 

 

<注意事項等>  

・当該交付決定の変更により交付金の額に変更が生じる場合は、交付金の追加又は戻入を行います。

(交付要綱第10条関係) 

・活動完了後に実績報告を市長に提出してください（交付要綱第12条関係） 

・本市の交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付金の額の確定の通知を受けた日から 5年

間大切に保存してください。（交付要綱第15条関係） 

・その他活動の実施にあたっては、大阪市ＨＯＰＥゾ－ン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金

交付要綱の規定を遵守してください。 

 



（様式第10号） 

平成  年  月  日 

大阪市長          様 

 

協議会名  

代表者住所 

代表者氏名           印 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

平成 年度活動実績報告書 

 

平成 年 月 日付け大阪市指令都整 第 号で交付の決定を受けた、平成 年度の交

付金活動の実績について、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付

金交付要綱第12条により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

区域名          

活動の期間      年   月   日～      年   月   日 

交付金の交付決定額 ※1 金        円 

交付金の精算 

受領済額 ※2 (a) 金        円 

交付金精算額 (b) 金        円 

差引金額        (a)-(b) 金        円 

※1 第６条第１項により通知された交付金をいう。 

※2 第８条第３項により交付を受けた交付金の総計をいう。 

 

〈添付書類〉 

(1) 活動報告（別紙１） 

(2) 収支決算書（別紙２） 

(3) 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

(4) その他成果物等、前号の内容を補完するため市長が必要と認める書類 

 

 



（別紙１） 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

平成 年度 活動報告 

 

交付金対象活動実施内容 活動実績 

※実施時期、回数、人数、規模などできるだけ具体的に記載し

てください 
第３条各号 内容番号 

   



（別紙２） 
大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

平成 年度 収支決算書 
（単位：円） 

収 入 の 部 

費  目 金 額 備考 

交付金   

合 計（受領済額(a)）   

 
（単位：円） 

（単位：円） 

差引金額(a)－(b)   

支 出 の 部 

交付金対象活動実施内容 
金額 摘要 

第３条各号 内容番号 

  

  

合 計（交付金精算額(b)） 
  



（様式第11号） 

大阪市指令都整 第 号 

平成  年  月  日 

 

           様 

 

大阪市長     

         

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金 

交付決定取消通知書 

 

 

  平成 年 月 日付け大阪市指令都整 第 号による交付決定について、大阪市ＨＯＰ

Ｅゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾ－ン事業交付金交付要綱第11条第３項に基づき、下記

のとおり取り消すので通知します。 

 

 

                                    記 

 

 

  １ 取消しの内容 

 

 

 

 

 

  ２ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

３ 取消しの交付金額 

 

 



（様式第12号） 

 

大都整   第   号 

平成  年  月  日 

 

             様 

 

                                        大阪市長 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業 

交 付 金 額 確 定 通 知 書 

 

 

 平成  年  月  日付けの実績報告について、大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイル

ドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱第13条の規定により審査の結果、平成  年度に

おける貴協議会に対する本市の交付金を下記のとおり確定したので通知します｡ 

 

 

記 

 

 

       確定金額          金                     円  

 

 



（様式第13号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長          様 

 

協議会名  

代表者住所 

代表者氏名        印  

 

 

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業 

交 付 金 精 算 書 

 

 

  平成  年  月  日付け大阪市指令都整 第 号で通知された交付金について、

大阪市ＨＯＰＥゾーン事業・マイルドＨＯＰＥゾーン事業交付金交付要綱第14条第１項

の規定により、平成  年 

  月  日をもって下記のとおり精算します。 

 

記 

 

 

１ 受領済額 ※                        金                 円  

 

 

 

２ 確定金額                          金                 円  

 

 

 

３ 受領済額と確定金額の差引金額           金                 円  

 

 

 

４ 上記３の理由 

 

 

 

※ 第8条第3項により交付を受けた交付金をいう。 

 


